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4. 東京の河川改修計画に関する資料集（その１） 

 

Tokyo River Planning Data（Part.1） 

  

技術支援課 石原成幸、高崎忠勝（現 気象庁） 

  

 

  1. まえがき 

 筆者らは先に、平成21年センター年報・報告編の

「東京の中小河川の都市計画に関する歴史的経緯」1)

並びに資料編として「東京の中小河川改修と関連分

野の年表」2)、同22年には報告編「東京の河川に係る

管理体制と改修計画の経緯」3)をとりまとめて報告し

たところである。 

本報では、これに引き続き、関係機関においても

現有していない、あるいはほとんど見る機会がない

と考えられる資料等についてとりまとめることで、

上記報告の補完とするほか、将来的に東京都の河川

資料集としての活用を視野に編集を試みたものの一

部である。 

 

 2. 資料の概要 

今回掲載した資料の収集対象期間は、明治期から

昭和20年代までである。当該期間を設定した理由は、

現存する資料が非常に少なく、または未整理の場合

が多いためである。 

掲載した資料の詳細は、次表のとおりである。 

このうち、官報の告示文等3),4)に関しては、資料性

を尊重する意味から原本を示すことを優先したうえ、

河川関連事項のみを抜粋・加工していることをご承

知おき願いたい。 

また、「河川法 適用・準用河川一覧」5)の記載に 

 

 

 

際しては、原本より転記ミス等の無い様に努めると

ともに、印刷の不明な箇所や明らかな誤記等につい

ては修正を行った。 

疑義または錯誤等にお気づきの場合は、ご指摘を

願えれば幸いである。 

 

表 掲載資料一覧 

資 料 名 等

（ 備    考 ）

図‐1 明治22年５月20日 東京市区改正設計

図‐2 明治36年3月31日 東京市区改正新設計

東京都市計画

（旧都計法初の街路改築・河川濠渠改修計画）

東京特別都市計画

　　（震災復興計画）

東京特別都市計画

    （戦災復興計画）

表-1 （昭和16年時点） 河川法　適用・準用河川一覧注)

図-5 昭和22年11月26日

図表 日　　付

図‐3 大正10年5月13日

図‐4 大正13年3月11日
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図‐1(1) 東京市区改正設計（当初告示） 明治 22 年 5月 20 日 （加工）4) 
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図‐1(2) 東京市区改正設計（当初告示） 明治 22 年 5月 20 日 （加工）4) 
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図‐2 東京市区改正新設計 明治 36 年 3月 31 日 （加工）4) 
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図‐3 東京都市計画（街路改築・河川濠渠改修計画） 大正 10年 5月 13 日 （加工）4) 
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図‐4 東京都市計画（震災復興計画） 大正13年3月11日 （加工）4) 
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図－5(1) 東京特別都市計画（戦災復興計画） 昭和 22 年 11 月 26 日 （加工）5) 
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図－5(2) 東京特別都市計画（戦災復興計画） 昭和 22 年 11 月 26 日 （加工）5) 
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表－1(1) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初

Ｒ：　右岸 主な変更
1 荒　川 Ｌ 東京市足立区北鹿浜町 M44.04.01 岩淵鉄道橋以下

Ｒ 同市　板橋区上赤塚町 河川法施行
埼玉県界以下海に至る T06.10.20 施行区域を埼玉県界以下に変更

2 多摩川 Ｌ 西多摩郡青梅町大字青梅 T07.04.01 河川法施行
Ｒ 同郡吉野村大字畑中　萬年橋

以下海に至る

3 中　川 Ｌ 東京市葛飾区水元猿町 S05.07.01 河川法施行
Ｒ 同市　足立区六木町

埼玉県界以下海に至る

4 利根川派川 Ｒ 東京市葛飾区金町六丁目 M32.03.18 河川法施行
　江戸川 埼玉県界以下海に至る 府告示第37号

5 多摩川派川 Ｌ 東京市蒲田区羽田三丁目 T07.06.04 河川法施行
　海老取川 Ｒ 同市　同区　羽田鈴木町 府告示第180号

多摩川分岐点以下海に至る

6 多摩川支川 Ｌ 南多摩郡川口村大字楢原 T07.12.28 河川法施行
　浅　川 Ｒ 八王子市大字元本郷 府告示第408号

南北浅川合流点以下　多摩川
合流点に至る

7 多摩川支川 Ｌ 西多摩郡西秋留村大字牛沼 T07.12.28 河川法施行
　秋　川 Ｒ 同郡　同村　大字　同 府告示第408号

秋留橋以下　多摩川合流点
に至る

8 中川支川 Ｌ 東京市足立区神明町 S05.07.29 河川法施行
　綾瀬川 Ｒ 同市　同区内　匠本町 府告示第441号

小溜井合流点以下　中川合流点
に至る

9 荒川派川 Ｌ 東京市足立区北鹿浜町 S05.05.24 河川法施行
　新荒川 Ｒ 同市　王子区志茂町三丁目 府告示第307号

以下海に至る

10 荒川派川 Ｌ 東京市板橋区上赤塚町 S15.05.02 河川法施行
　新河岸川 Ｒ 同市　同区　同町 府告示第511号

埼玉県界以下　荒川合流点
に至る

※ 原本は、旧漢字・カナづかいである。　なお、明かな誤植は修正した。
主な変更は、施行区域の変更等を除く起終点に係る変更を記載した。
区域表示は原本に拠ったため、記載方法の不統一がある。

河川法施行河川　　　（府費支弁河川）

備　　考
法施行区域
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表－1(2) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
1 多摩川 L 西多摩郡小河内村 M34.05.14 西多摩郡三田村大字

R 同郡　同村　 府告示第85号 澤井以下に準用
山梨県界以下　青梅町萬年橋
に至る S10.06.15 準用区域を山梨県界

府告示第374号 以下に変更

S10.06.15 第６条本文 特別準用
府令第33号 第24条第１項

2 秋　川 西多摩郡檜原村南北合流点 M34.05.14 河川法準用
下流秋留橋に至る 府告示第85号

S16.04.22 第６条本文 特別準用
府令第39号 第７条

第24条第１項

3 北秋川 L 西多摩郡檜原村大字藤原 S16.06.10 河川法準用
R 同郡　同村　大字同 府告示第823号

小岳沢落合より南北秋川合流点
に至る S16.06.10 特別準用

府令第44号

4 南秋川 L 西多摩郡檜原村大字数馬 S16.06.10 河川法準用
R 同郡　同村　大字同 府告示第823号

大平沢落合より南北秋川合流点
に至る S16.06.10 同 特別準用

府令第44号

5 北浅川 L 南多摩郡恩方村大字上恩方 M34.05.14 南多摩郡恩方村大字
R 同郡　同村　大字同 府告示第85号 下恩方以下に準用

醍醐川合流点より南北浅川
合流点に至る S16.06.10 準用区域を同郡恩方村

府告示第824号 大字上恩方以下に変更

S16.06.10 同 特別準用
府令第44号

6 南浅川 L 南多摩郡浅川町大字上椚田 M34.05.14 南多摩郡浅川町上椚田
R 同郡　同町　大字同 府告示第85号 以下に準用

案内・小仏両川合流点より
南北浅川合流点に至る S16.06.10 南浅川の区域に変更

府告示第824号

S16.06.10 同 特別準用
府令第44号

7 中　川 L 東京市江戸川区平井四丁目 M42.01.23 埼玉県界以下に河川法
R 同市　向島区吾妻町東八丁目 府告示第15号 準用

新荒川木下川水門以下　
新荒川合流点に至る S05.12.27 新荒川及び中川上流に

府告示第750号 河川法施行により準用
区域自然変更

S16.04.22 同 特別準用
府令第39号

河川法準用河川　　　（府費支弁河川）

法準用区域
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表－1(3) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
8 綾瀬川 L 東京市向島区隅田町二丁目 M33.12.22 花畑村内匠橋以下に準用

R 同市　足立区千住曙町 府告示第136号
新荒川隅田川水門以下 新荒川及び綾瀬川上流
荒川合流点に至る に河川法施行により準用

区域自然変更
S16.04.22 同 特別準用
府令第39号

L 東京市足立区花畑町 S16.06.10 埼玉県界以下施行河川
R 同市　同区　同町 府告示第823号 に至る間準用

埼玉県界より小溜井合流点に
至る S16.06.10 同 特別準用

府令第44号

9 柳瀬川 L 北多摩郡東村山村大字南秋津 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同郡　同村　大字同 河川法準用

柳瀬川橋以下東京府管内全部 S16.04.22 同 特別準用
府令第39号

10 目黒川 L 東京市世田谷区池尻町 T07.06.01 目黒区下目黒太鼓橋以下
R 同市　同区　同町 に準用

烏山北澤両用水合流点より S16.06.10 準用区域を烏山、北澤両
海に至る 府告示第824号 用水合流点以下に変更

L 東京市品川区北品川二丁目 S16.06.10 同 特別準用
R 同市　同区南品川一丁目 府令第44号

品川橋より海に至る

11 北十間川 L 東京市城東区亀戸町八丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　向島区吾妻町東二丁目 河川法準用

中川分岐点より大横川合流点
に至る全部 S02.04.20 第10条、　第11条 S02.04.09　府令第43号

第30条乃至第32条 特別準用（舊市域に対し
準用）

S16.04.22 第6条本文、第7条 向島及び城東区内に限り
府令第39号 第24条第1項 府費支弁

12 小名木川 L 東京市城東区北砂町一〇丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　同区大島町八丁目　 河川法準用

中川分岐点より荒川合流点に S02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
至る全部 特別準用（舊市域に対し

準用）
S16.04.22 同 城東区内に限り府費支弁
府令第39号

13 竪　川 L 東京市城東区大島町七丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　同区亀戸町九丁目 河川法準用

中川分岐点より荒川合流点に S02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
至る全部 特別準用（舊市域に対し

準用）
S16.04.22 同 城東区内に限り府費支弁
府令第39号

法準用区域

河川法準用河川　　　（府費支弁河川）
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表－1(4) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更

14 横十間川 L 東京市城東区亀戸町三丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号

R 同市　本所区柳島元町 河川法準用
北十間川分岐点より大横川合流 S02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
点に至る全部 特別準用（舊市域に対し

準用）
S16.04.22 同 城東区内に限り府費支弁
府令第39号

15 新　川 L 東京市江戸川区下今井町 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　同区　同町 河川法準用

江戸川分岐点より中川合流点に
至る S16.04.22 第6条本文、第7条 特別準用

府令第39号 第24条第1項

16 渋谷川 L 東京市四谷区六番町 T13.04.01 T12.10.18　府告示第391号
R 同市　渋谷区千駄ヶ谷 河川法準用

鉄道線路下流古川に至る S16.04.22 同 特別準用
府令第39号

17 大栗川 L 南多摩郡由木村大字堀ノ内 S03.12.20 S03.12.13　府告示第657号
字四号

R 同郡　同村　大字同　字二七号 河川法準用
大栗橋以下　多摩川合流点に S16.06.01 第6条本文 S16.07.15　府令第52号
至る 第24条第1項 特別準用

18 川口川 L 南多摩郡川口村大字上川口村 S03.12.20 S03.12.13　府告示第657号
字日向 河川法準用

R 同郡　同村　大字同　戸沢 S16.06.01 同 S16.07.15　府令第52号
関戸橋以下　浅川合流点に至る 特別準用

19 鶴見川 Ｌ 南多摩郡忠生村大字図師 Ｓ03.12.20 Ｓ03.12.13　府告示第657号
Ｒ 同郡　同村　大字同　 河川法準用

大橋以下神奈川県界に至る Ｓ16.06.01 同 S16.07.15　府令第52号
特別準用

20 堺川 Ｌ 南多摩郡堺村大字相原字大戸 Ｓ03.12.20 Ｓ03.12.13　府告示第657号
(現・境川） 大戸橋より同郡南村大字鶴間に 河川法準用

至る本府管内全部 Ｓ16.06.01 同 S16.07.15　府令第52号
特別準用

21 成木川 Ｌ 西多摩郡成木村大字成木上分 Ｓ04.12.01 Ｓ04.11.21　府告示第683号
字極指 河川法準用

Ｒ 同郡　同村　大字同　字同 Ｓ04.11.03 同 特別準用
以下埼玉県界に至る 府令第70号

22 黒沢川 Ｌ 西多摩郡小曾木村大字黒沢 Ｓ04.12.01 Ｓ04.11.21　府告示第683号
字上栃谷 河川法準用

Ｒ 同郡　同村　大字同　字同 Ｓ04.11.21 同 特別準用
以下成木川合流点に至る 府令第70号

23 平井川 Ｌ 西多摩郡大久野村松尾 Ｓ04.12.1 Ｓ04.11.21　府告示第683号
Ｒ 同郡　同村　同 河川法準用

以下多摩川合流点に至る Ｓ04.11.21 同 特別準用
府令第70号

24 宇喜田川 Ｌ 東京市江戸川区西宇喜田町 Ｓ04.12.1 Ｓ04.11.21　府告示第683号
Ｒ 同市　同区　南船堀町 河川法準用

以下中川合流点に至る Ｓ04.11.21 同 特別準用
府令第70号

法準用区域

河川法準用河川　　　（府費支弁河川）
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表－1(5) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
25 湯殿川 Ｌ 南多摩郡由井村大字小比企 Ｓ14.06.01 Ｓ14.05.30　府告示第517号

Ｒ 同郡　同村　大字同 河川法準用
白旗橋より浅川合流点に至る Ｓ14.05.30 同 特別準用

府令第34号

26 霞川 Ｌ 西多摩郡霞村大字師岡はけ下 Ｓ14.06.01 Ｓ14.05.30　府告示第517号
Ｒ 同郡　同村　大字同　字馬場 河川法準用

観音橋より埼玉県界に至る Ｓ14.05.30 同 特別準用
府令第34号

27 案内川 Ｌ 西多摩郡浅川町大字上椚田字 Ｓ14.06.01 Ｓ14.05.30　府告示第517号
大平 河川法準用

Ｒ 同郡　同町　大字同　字同
神奈川県界より浅川合流点に Ｓ14.05.30 同 特別準用
至る 府令第34号

28 野川 Ｌ 北多摩郡三鷹村大字大沢字坂下 Ｓ14.06.01 Ｓ14.05.30　府告示第517号
Ｒ 同郡　同村　大字同　字同 河川法準用

相曾浦橋より多摩川合流点 Ｓ14.05.30 同 特別準用
に至る 府令第34号

29 花畑川 Ｌ 東京市足立区六木町 Ｓ16.06.10 河川法準用
Ｒ 同市　同区　同町 府告示第823号

中川分岐点より綾瀬川合流点に Ｓ16.06.10 第6条本文、第7条 特別準用
至る 府令第４4号 第24条第1項

30 谷地川 Ｌ 南多摩郡加住村大字戸吹 Ｓ16.06.10 河川法準用
Ｒ 同郡　同村　大字同　 府告示第823号

岩ノ入沢落合より多摩川合流点 Ｓ16.06.10 同 特別準用
に至る 府令第４4号

31 城山川 Ｌ 南多摩郡元八王子村大字 Ｓ16.06.10 河川法準用
元八王子 府告示第823号

Ｒ 同郡　同村　大字同
慈根寺沢落合より南浅川合流点 Ｓ16.06.10 同 特別準用
に至る 府令第４4号

32 乞田川 Ｌ 南多摩郡多摩村大字乞田 Ｓ16.06.10 河川法準用
Ｒ 同郡　同村　大字貝取 府告示第823号

大橋より大栗川合流点に至る Ｓ16.06.10 同 特別準用
府令第４4号

河川法準用河川　　　（府費支弁河川）

法準用区域
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表－1(6) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
1 小菅川 Ｌ 西多摩郡小河内村 Ｓ10.06.15 河川法準用

Ｒ 同郡　同村 府告示第375号
山梨県界以下多摩川合流点
に至る

2 日原川 Ｌ 西多摩郡氷川村大字日原字小川 Ｓ13.06.20 Ｓ13.06.11　府告示第420号
Ｒ 同郡　同村　大字同　字八丁 河川法準用

小谷川合流点以下
多摩川落合に至る

法準用区域

河川法準用河川　　　（町村費支弁河川）
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表－1(7) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
1 北十間川 Ｌ 東京市城東区亀戸町八丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号

Ｒ 同市　向島区吾妻町東二丁目 河川法準用
中川分岐点より大横川合流点に
至る全部 S02.04.20 第10条、　第11条 S02.04.09　府令第43号

第30条乃至第32条 特別準用（舊市域に対し
準用）
向島及び城東区内を除き
市費支弁

2 小名木川 L 東京市城東区北砂町一〇丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　同区大島町八丁目　 河川法準用

中川分岐点より荒川合流点に S02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
至る全部 特別準用（舊市域に対し

準用）
城東区内を除き市費支弁

3 竪　川 L 東京市城東区大島町七丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　同区亀戸町九丁目 河川法準用

中川分岐点より荒川合流点に S02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
至る全部 特別準用（舊市域に対し

準用）
城東区内を除き市費支弁

4 横十間川 L 東京市城東区亀戸町三丁目 T07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
R 同市　本所区柳島元町 河川法準用

北十間川分岐点より大横川 S02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
合流点に至る全部 特別準用（舊市域に対し

準用）
城東区内を除き市費支弁

5 大横川 Ｌ 東京市本所区新小梅町 Ｔ07.06.01 T07.05.25　府告示第174号
Ｒ 同市　同区　中ノ郷瓦町 河川法準用

荒川分岐点より荒川合流点に Ｓ02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
至る全部 特別準用

6 仙台堀川 Ｌ 東京市深川区茂森町 Ｔ07.06.01 同
Ｒ 同市　同区　久永町

大横川分岐点より荒川合流点に Ｓ02.04.20 同 同
至る全部

7 神田川 Ｌ 東京市小石川区新諏訪町 Ｔ07.06.01 同
Ｒ 同市　牛込区宮比町

船河原橋以下荒川合流点に至る Ｓ02.04.20 第10条第2項、 同
第11条、第31条、
第32条

8 古川 Ｌ 東京市麻布区新広尾町 Ｔ07.06.01 同
Ｒ 同市　渋谷区豊沢町

渋谷川笄川合流点以下海に至る Ｓ02.04.20 同 同

9 二十間川 Ｌ 東京市深川区豊住町 Ｔ07.06.01 同
Ｒ 同市　同区　千田町

横十間川分岐点より大横川合流 Ｓ02.04.20 第10条、第11条、 同
点に至る全部 第31条、第32条

河川法準用河川　　　（東京市費支弁河川）

法準用区域
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表－1(8) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
10 曳船川 Ｌ 東京市本所区向島請地町 Ｔ11.08.01 T11.07.15　府告示第284号

Ｒ 同市　同区　同町 河川法準用
郡市境界より北十間川合流点 Ｓ02.04.20 第10条第2項、 S02.04.09　府令第43号
に至る 第11条、第31条、 特別準用

第32条

11 五間堀川 Ｌ 東京市深川区高橋町三丁目 Ｔ11.08.01 同
一ノ五 Ｓ02.04.20 同 同

Ｒ 同市　同区　同町二丁目五ノ五 Ｓ11.03.26 準用区域一部変更
地先以下小名木川合流点に至る 府告示第202号

12 六間堀川 Ｌ 東京市本所区松井町一丁目 Ｔ11.08.01 T11.07.15　府告示第284号
Ｒ 同市　同区　同町 河川法準用

堅川分岐点より小名木川合流点 Ｓ02.04.20 同 S02.04.09　府令第43号
に至る 特別準用

13 福富川 Ｌ 東京市深川区島崎町 Ｔ11.08.01 同
Ｒ 同市　同区　扇橋町二丁目

大横川分岐点より仙台堀川 Ｓ02.04.20 同 同
合流点に至る

14 福富川 Ｌ 東京市深川区島崎町 Ｔ11.08.01 同
　支川 Ｒ 同市　同区　吉永町

福富川分岐点より仙台堀川 Ｓ02.04.20 同 同
合流点に至る

15 大横川 Ｌ 東京市深川区西平井町 Ｔ11.08.01 同
　南支川 Ｒ 同市　同区　洲崎町

大横川分岐点より塩浜川起点 Ｓ02.04.20 同 同
に至る

16 洲崎川 Ｌ 東京市深川区西平井町 Ｔ11.08.01 同
Ｒ 同市　同区　洲崎弁天町一丁目

大横川南支川分岐点より城東区 Ｓ02.04.20 同 同
南砂町四丁目東京運河土地株式
会社運河起点に至る Ｓ12.01.28 準用区域一部変更

府告示第46号

17 平久川 Ｌ 東京市深川区平久町一丁目 Ｔ11.08.01 T11.07.15　府告示第284号
Ｒ 同市　同区　平富町 河川法準用

大横川分岐点より海に至る Ｓ02.04.20 第10条第2項、 S02.04.09　府令第43号
第11条、第31条、 特別準用
第32条

18 平久川支川 Ｌ 東京市深川区塩浜町 同 同
Ｒ 同市　同区　平久町二丁目

大横川南支川分岐点より 同 同 同
平久川合流点に至る

19 塩浜川 Ｌ 東京市深川区一号埋立地東北端 同 同
Ｒ 同市　同区　塩浜町

大横川南支川終点より海に至る 同 同 同

20 汐見川 Ｌ 東京市深川区四号埋立地 同 同
Ｒ 同市　同区　一号埋立地

東南端先より海に至る 同 同 同

河川法準用河川　　　（東京市費支弁河川）
法準用区域
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表－1(9) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
21 越中島川 Ｌ 東京市深川区越中島町 同 同

Ｒ 同市　同区　同町
地先より塩浜川合流点に至る 同 同 同

22 大島川 Ｌ 東京市深川区扇町 同 同
　東支川 Ｒ 同市　同区　鶴歩町

仙台堀川分岐点より大横川 同 同 同
合流点に至る

23 大島川 Ｌ 東京市深川区永堀町 同 同
　西支川 Ｒ 同市　同区　今川町

仙台堀川分岐点より大横川 同 同 同
合流点に至る

24 中ノ川 Ｌ 東京市深川区鶴歩町 同 同
Ｒ 同市　同区　大和町

仙台堀川分岐点より大横川 同 同 同
合流点に至る

25 油堀川 Ｌ 東京市深川区島田町 同 同
Ｒ 同市　同区　鶴歩町

大島川東支川分岐点より荒川 同 同 同
合流点に至る

26 油堀川 Ｌ 東京市深川区門前東仲町 Ｔ11.08.01 Ｔ11.07.15　府告示第284号
　東支川 深川公園地 河川法準用

Ｒ 同市　同区　數矢町二四番地 Ｔ13.12.06
地先より油堀川合流点に至る 府告示第450号 準用区域一部変更

Ｓ02.04.20 同 Ｓ02.04.09　府令第43号
特別準用

Ｓ02.09.11
府告示第339号 準用区域一部変更

27 仙台堀川 Ｌ 東京市深川区万年町 Ｔ11.08.01 Ｔ11.07.15　府告示第284号
　支川 Ｒ 同市　同区　永堀町 河川法準用

仙台堀川分岐点より油堀川 Ｓ02.04.20 同 Ｓ02.04.09　府令第43号
合流点に至る 特別準用

28 大横川支川 Ｌ 東京市深川区木場町 同 同
Ｒ 同市　同区　茂森町

大横川分岐点より大島川東支川 同 同 同
合流点に至る

29 中ノ堀川 Ｌ 東京市深川区深川町 同 同
Ｒ 同市　同区　永代町

大島川西支川分岐点より荒川 同 同 同
合流点に至る

30 山谷堀川 Ｌ 東京市浅草区地方今戸町 同 同
Ｒ 同市　同区　同町

地先より荒川合流点に至る 同 同 同

31 江戸川 Ｌ 東京市小石川区関口台町 同 同
Ｒ 同市　同区　関口町

地先より神田川合流点に至る 同 同 同

河川法準用河川　　　（東京市費支弁河川）
法準用区域
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表－1(10) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
32 外濠 Ｌ 東京市神田区三崎町三丁目 同 同

Ｒ 同市麹町区飯田河岸
神田川分岐点より汐留川起点に 同 同 同
至る

33 日本橋川 Ｌ 東京市日本橋区北鞘町 同 同
Ｒ 同市　同区　西河岸町

外濠分岐点より荒川合流点 同 同 同
に至る

34 東堀留川 Ｌ 東京市日本橋区新材木町 同 同
Ｒ 同市　同区　堀江町二丁目

地先より日本橋川合流点に至る 同 同 同

Ｓ04.01.22 準用区域一部変更
府告示第36号

35 箱崎川 Ｌ 東京市日本橋区中洲町 Ｔ11.08.01 Ｔ11.07.15　府告示第284号
Ｒ 同市　同区　浜町三丁目 河川法準用

荒川分岐点より日本橋川合流点 Ｓ02.04.20 同 Ｓ02.04.09　府令第43号
に至る 特別準用

36 箱崎川支川 Ｌ 東京市日本橋区中洲町 同 同
Ｒ 同市　同区　箱崎町四丁目

箱崎川分岐点より荒川合流点 同 同 同
に至る

37 浜町川 Ｌ 東京市神田区柳原河岸 同 同
Ｒ 同市　同区　同岸

神田川分岐点より箱崎川合流点 同 同 同
に至る

38 龍閑川 Ｌ 東京市神田区千代田町 同 同
Ｒ 同市　日本橋区本銀町一丁目

外濠分岐点より浜町川合流点 同 同 同
に至る

39 亀島川 Ｌ 東京市京橋区富島町 同 同
Ｒ 同市　日本橋区南茅場町

日本橋川分岐点より荒川合流点 同 同 同
に至る

40 新川 Ｌ 東京市京橋区富島町 同 同
Ｒ 同市　同区　霊岸島町

亀島川分岐点より荒川合流点 同 同 同
に至る

41 楓川 Ｌ 東京市日本橋区兜町 同 同
Ｒ 同市　同区　材木河岸

日本橋川分岐点より京橋川桜川 同 同 同
合流点に至る

42 京橋川 Ｌ 東京市京橋区北紺屋町 同 同
Ｒ 同市　同区　南紺屋町

外濠分岐点より楓川、桜川 同 同 同
合流点に至る

河川法準用河川　　　（東京市費支弁河川）
法準用区域
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表－1(11) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更
43 桜川 Ｌ 東京市京橋区高代町 同 同

Ｒ 同市　同区　金六町
京橋川、楓川合流点より亀島川 同 同 同
合流点に至る

44 三十間堀川 Ｌ 東京市京橋区南水谷町 同 同
Ｒ 同市　同区　銀座一丁目

京橋川分岐点より汐留川合流点 同 同 同
に至る

45 汐留川 Ｌ 東京市京橋区丸屋町 同 同
Ｒ 同市　芝区二葉町

外濠終点より海に至る 同 同 同

46 築地川 Ｌ 東京市京橋区南飯田町 同 同
Ｒ 同市　同区　明石河岸

荒川分岐点より荒川合流点 同 同 同
に至る

47 築地川 Ｌ 東京市京橋区築地三丁目 同 同
　東支川 Ｒ 同市　同区　築地四丁目

築地川分岐点より荒川合流点 同 同 同
に至る

48 築地川 Ｌ 東京市京橋区南小田原町四丁目 同 同
　南支川 Ｒ 同市　同区　築地三丁目

築地川分岐点より築地川東支川 同 同 同
合流点に至る

49 佃川 Ｌ 東京市京橋区月島東川岸通 同 同
一丁目

Ｒ 同市　同区　新佃島東町一丁目 同 同 同
地先より荒川合流点に至る

50 佃川支川 Ｌ 東京市京橋区石川島 同 同
Ｒ 同市　同区　佃町

荒川分岐点より佃川合流点に 同 同 同
至る

51 月島川 Ｌ 東京市京橋区月島東河岸通 同 同
七丁目

Ｒ 同市　同区　月島東河岸通六丁目同 同 同
地先より荒川合流点に至る

52 新月島川 Ｌ 東京市京橋区月島三号地東端 同 同
Ｒ 同市　同区　月島東河岸通十一

丁目 同 同 同
地先より荒川合流点に至る

53 大場川 Ｌ 東京市葛飾区水元小合新町 Ｓ04.06.20 Ｓ04.06.11府告示第396号
Ｒ 同市　同区　同町 河川法準用

埼玉県界より河川法適用河川 Ｓ16.06.10 準用区域を河川法適用河川
中川合流点に至る 府告示第824号 中川合流点までに変更

河川法準用河川　　　（東京市費支弁河川）
法準用区域
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表－1(12) 河川法 適用・準用河川一覧 （昭和16年時点）6) 

 

施行年月日
河川名 Ｌ：　左岸　　 当初 特別準用条項 備　　考

Ｒ：　右岸 主な変更

54 石神井川 Ｌ 東京市板橋区下石神井二丁目

Ｒ 同市　同区　石神井南田中町 Ｓ16.06.10 河川法準用
三宝寺川合流点より荒川 府告示第823号
合流点に至る

55 神田上水 Ｌ 東京市杉並区和田本町 同 同
Ｒ 同市　中野区広町

善福寺川合流点より江戸川
に至る

56 妙正寺川 Ｌ 東京市中野区沼袋町 同 同
Ｒ 同市　同区　新井町

新道橋より神田上水合流点
に至る

57 呑川 Ｌ 東京市目黒区大岡山 同 同
Ｒ 同市　同区　緑ヶ丘

九品仏川合流点より海に至る

58 立会川 Ｌ 東京市目黒区碑文谷一丁目 同 同
Ｒ 同市　同区　高木町

宮前橋より海に至る

※ 原本は、旧漢字・カナづかいである。　なお、明かな誤植は修正した。
主な変更は、施行区域の変更等を除く起終点に係る変更を記載した。
区域表示は原本に拠ったため、記載方法の不統一がある。

法準用区域
河川法準用河川　　　（東京市費支弁河川）

 
 

注）上記表の作成時点では、旧河川法（明治29年制定）が適用されているため、適用・準用河川の位置づけ

が現行法令と異なることに留意する必要がある。 
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